
美園町地区

要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

1 【美園小学校前市道の速度制限について】
　美光町内会

　美園小学校前の市道は、現在制限速度40㎞となって
いますが、通行車の中には50㎞以上で走行していく車
も見受けられ、また中央分離帯により見通しが悪い部分
もあり、通学する児童の安全性を危惧しているところで
す。
　このため、制限速度を現在の40㎞から30㎞への変更
を要望したいと思います。

  美園小学校前の市道につきましては、平成30年度か
ら、規制速度の変更について、要望しております。
　また、通学路や生活道路であることから、市で設置が
できます注意喚起看板を平成30年に設置をいたしまし
た。
　信号機等の設置や交通規制については、北海道公
安委員会が全道の状況や設置に要する財源などを踏
まえ判断することとなっておりますが、設置までには大
変時間を要しており、本市としましては地域の実情等を
苫小牧警察署へ伝えながら、粘り強く要望してまいりま
す。
　また、国や北海道に対し、交通安全施設整備に対す
る財源の確保を市の重点要望として継続して要望して
まいります。

B 市民生活部
　安全安心生活課

2 【慈照寺（字高丘６－46）付近の土砂災害対応につい
て】
　美光町内会

現在の苫小牧市土砂災害ハザードマップでは高丘６
－46の慈照寺付近が土砂災害警戒区域となっていま
せん。最近の異常気象により大雨となることも増え、慈
照寺の南側には住宅が密集していることから、住民から
も不安の声が出ています。
　この地域が土砂災害警戒区域に指定されていないこ
とへの市の見解をお聞きしたいと思います。

【ミーティング開催時回答】
　土砂災害警戒区域の指定につきましては、北海道に
よる調査に基づき指定されることとなります。御指摘のあ
りました地区につきましては、当初調査地区に該当して
おりませんでしたが、現在北海道に対し改めて現地確
認するよう依頼をしておりますので、結果が判明次第回
答させていただきます。

【令和２年３月末時点回答】
　今回御指摘いただきました地区につきましては、北海
道で改めて調査を実施しており、現在調査内容につい
て精査している状況でございます。今後北海道から結
果が通知されましたら市より回答させていただきます。

B

B

市民生活部
　危機管理室

令和元年度　まちかどミーティング町内会からの要望事項

令和元年９月24日（火）　明野柳町総合福祉会館
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

3 【美園町２丁目５番付近の生活道路の窪みについて】
　美光町内会

美園町２丁目５番付近の生活道路ですが、全体的に
窪んでいるためか、雨天時になかなか水が引かずに大
きな水溜まりとなることが多く、住民も不便さを感じてい
るところです。
　この修復等はできないものか、お聞きしたいと思いま
す。

【ミーティング開催時回答】
　御要望の泉美園１条線につきましては、現地調査を
行っており、今年度に水溜まりが解消するよう舗装で補
修を予定しております。

【令和２年３月末時点回答】
　泉美園１条線は、令和元年10月上旬に舗装補修工事
を完了しました。

A

A

都市建設部
　道路維持課

4 【交通安全対策】
　日の出三光町内会

道道苫小牧環状線から三光町５丁目・６丁目の丁字
路交差点に東西にまたがる横断歩道を設置してほし
い。

　三光町５丁目・６丁目の丁字路の交差点について、苫
小牧警察署と協議した中では「横断歩道の設置だけで
は交通事故を誘発する可能性があり危険が高まる」との
見解であり、平成15年度より、横断歩道付信号機の設
置で要望しております。
　信号機等の設置や交通規制については、北海道公
安委員会が全道の状況や設置に要する財源などを踏
まえ判断することとなっておりますが、設置までには大
変時間を要しており、本市としましては地域の実情等を
苫小牧警察署へ伝えながら、粘り強く要望してまいりま
す。
　また、国や北海道に対し、交通安全施設整備に対す
る財源の確保を市の重点要望として継続して要望して
まいります。

B 市民生活部
　安全安心生活課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

5 【日の出町地区の渋滞改善対策について】
　日の出三光町内会

　啓北町・花園町から苫小牧駅北口にアクセスされる市
道啓北木場町線から市道緑町日の出町線は朝夕の交
通量が増大し渋滞が発生しており、地域住民からは市
道に侵入できず苦情が多数寄せられております。
　つきましては、以下の改善策を講じられるよう要望い
たします。
　国道36号線の交通信号機のある交差点に至る日の出
町１、２丁目の市道を右折車線、直進・左折車線の２車
線を確保し、かつ、国道36号交差点に設置の信号機に
右折信号機を設置していただきたい。

　御要望の右折車線および直進・左折車線の２車線確
保にあたり、市道と国道36号の交差点改良が必要とな
ることから、現在、北海道公安委員会に対し交差点形
状の変更に必要な意見照会を行っております。
　今後は信号機や電柱の移設協議をはじめ、国道36号
の道路管理者である北海道開発局室蘭開発建設部と
の協議を継続しながら、実施に向けた詳細設計を進め
てまいります。
　右折信号機等の交通規制については、設置までに時
間を要することが見込まれることから、通行車両に対す
る注意喚起看板を平成30年度に設置をいたしました。
　信号機等の設置や交通規制については、北海道公
安委員会が全道の状況や設置に要する財源などを踏
まえ判断することとなっておりますが、設置までには大
変時間を要しており、本市としましては地域の実情等を
苫小牧警察署へ伝えながら、粘り強く要望してまいりま
す。
　また、国や北海道に対し、交通安全施設整備に対す
る財源の確保を市の重点要望として継続して要望して
まいります。

B 市民生活部
　安全安心生活課

3



要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

6 【緑小学校校舎改築に伴う交通安全対策について】
　日の出三光町内会

　緑小学校の改築工事は平成30年度から校舎改築が
施工され、令和元年６月には新校舎が完成し、２学期か
ら環境の整った校舎で授業が始まり、子供たちの笑顔
あふれる姿が想像され、当該地域に住むものとしこれま
でのご労苦に感謝いたしております。今後は令和２年度
までグランド整備が施工されるものと思われますが、引
き続き歩行者・通行車両の交通安全対策には万全を期
していただきますよう要望いたします。

【ミーティング開催時回答】
　緑小学校につきましては、平成29年度から改築工事
を進めており、この６月に校舎の完成を迎えることができ
ました。皆様の御理解と御協力に深く感謝申し上げま
す。
　今年度も旧校舎の解体と外構の整備工事を行ってお
りますが、これまで同様、歩行者・通行車両への交通安
全対策はもちろんのこと、地域の皆様に御迷惑をお掛
けすることのないよう万全を期してまいります。
　引き続き、御理解と御協力をよろしくお願いいたしま
す。

【今後の工事予定】
令和２年度グラウンド整備工事

【令和２年３月末時点回答】
　令和元年度の工事は、令和２年２月３日に完了いたし
ました。
　令和２年度は、グラウンド整備工事を実施する予定で
す。

B

B

教育部
　施設課

都市建設部
　建築課
　設備課
　緑地公園課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

7 【除雪対策について（昨年同様の要望を継続する）】
　日の出三光町内会

（１）除雪車で除雪をした雪を交差点に堆積をされること
で、交差点での見通しが悪く車両の接触事故も発生し
ており交差点に雪を堆積しないでほしい。また、交差点
内に堆雪する箇所は毎年度同一の箇所であり、リスト化
し早急に排雪していただきたい。

（２）生活道路の除雪につきましては、これまでも除雪担
当事業者の方々のご努力をいただいているところであり
ますが、特に生活道路の除雪につきまして通行車両が
交差できる等丁寧な除雪を要望いたします。
　また、通学路の除雪につきましては、子供たちの通学
時間前に丁寧な除雪を行っていただきますよう要望い
たします。

【ミーティング開催時回答】
　（１）の要望につきまして、本市の除雪は、限られた時
間内での作業となることから、かき分け除雪（雪を道路
の左右にかき分ける方式）を採用し、車両や歩行者の
通行の確保を最優先として行っております。
　このため御自宅の前の路肩や歩道などに雪が残って
しまいますが、極力皆様の御不便とならないよう、除雪
機械で交差点の角や公園の周囲、空地などに運び堆
雪している状況です。
　また、雪山が高くなり、見通しが悪いなど通行に支障
のある場合には、高さを削り落としたり、排雪を行うなど
随時対応しております。積雪量などにより堆積量も変化
することから道路パトロールなどにより、安全対策に努
めてまいります。
　（２）の要望につきまして、生活道路の除雪につきまし
ては、かき分け除雪を行っているため、道路幅員によっ
ては冬季間の道幅が狭くなることを御了承願います。
　御指摘の件につきましては、各地区の除雪担当者を
集めた「ブロック会議」において、丁寧な除雪を心掛け
るよう、また通学路の除雪は、判断・指示を迅速に行
い、できるだけ通学時間前に完了するよう指導してまい
ります。
　また、今年度より、除雪車運行管理システム導入を予
定しており、除雪車の作業位置と進捗状況をリアルタイ
ムで管理できることから、効率的な除雪作業ができるよう
努めてまいります。

【令和２年３月末時点回答】
　（２）の要望につきまして、令和元年11月に行った「ブ
ロック会議」において、地区業者に周知を行いました。

B

B

都市建設部
　道路維持課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

8 【不法投棄ごみ対策について】
　日の出三光町内会

　昨年度も要望いたしておりますが、当町内会区域の
幌内川沿いの特定箇所のごみステーションに不法投棄
が散見され、当町内会では不法投棄防止の注意喚起
を促すための看板を作成し設置をしております。
　しかし、今年度も礼服、仏具、座布団、パソコンなどの
不法投棄が継続されており、その都度、市担当部と協
議し防止に努めております。行政として、この種廃棄を
不適正排出との認識なのか、不法投棄との認識なのか
によっては防止対策が異なるものと思われますが、当町
内会としては不法投棄との認識であり行政として抜本的
な対策を講じていただきますよう要望いたします。

【ミーティング開催時回答】
　不法投棄とは、山林や空き地など、指定された場所以
外の所へごみを投棄する行為のことで、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」の罰則が適用されます。これ
に対し不適正排出とは、ごみステーションにおいて、ご
みの分別や出す日を守らない、指定袋以外で排出する
など、排出ルールを守らない行為のことです。ただし、
ごみステーションであっても、排出が禁止されている廃
棄物が投棄されるケースなどは、不法投棄に該当する
可能性があると考えております。
　これまでも、日の出三光町内会におかれましては、独
自で不適正排出防止・不法投棄防止の看板を設置い
ただくなど、御協力をいただいておりますが、抜本的な
対策には至っておりません。
　市としましては、今後も町内会と連携しながら、粘り強
く対応してまいりたいと思います。

【令和２年３月末時点回答】
　令和元年10月30日、夜間における不適正排出防止策
として、試験的にセンサーライトを設置し効果を検証中
です。

B

B

環境衛生部
　ゼロごみ推進課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

　従来までは、本要綱に基づき共同住宅建築時の事前
協議に併せて、建築主宛に入居者向けの町内会への
加入依頼や活動内容を紹介した文書をお渡しし、加入
促進等の働き掛けを行っておりました。
　今年度からは、更なる取組の推進を目的として、本要
綱を一部改正し、町内会等への加入促進という項目を
新たに設け、建築主等が入居者の町内会への加入に
関して、当該地域の町内会と協議することを明記し、町
内会加入の取組について、理解を深めていただいてお
ります。合わせて、不動産関連団体に対しても、共同住
宅入居者の町内会加入について理解していただけるよ
う、取組を強化してまいります。
　条例化につきましては、本要綱における町内会に関
する部分を主旨とした内容で条例化するよりも、町内会
活動に関することとして条例を検討をすることの方が、
町内会と市にとって望ましい方向になるのではと考えて
おります。
　現在、町内会に関する条例を制定している他市の状
況を見ますと町内会加入促進や活性化を目指している
ところが多く、町内会等に対する市の責務を明確に示
す一方で、住民や事業者における地域コミュニティに参
加するための努力義務などがうたわれております。この
ことからも条例の制定は、町内会活動の活性化の推進
に向けた役割が明文化されることなどにおいては、本市
においても大変参考にすべき点があるものと考えており
ます。町内会活動につきましても、総合計画の筆頭に
地域活動の促進を掲げており、非常に重要視しており
ます。しかし、町内会はあくまでも任意団体であり、加入
を義務づける大元の法律がないのが現状です。
　本市としましては、現段階における可能な限りの町内
会活動の活性化対策を進めながら、条例化について
も、町内会活動の活性化についてのあり方などを含め
た中で、他の自治体の事例等を参照としながら、調査
研究してまいりたいと考えております。

【共同住宅の町内会加入促進について】
　日の出三光町内会

　共同住宅の町内会加入促進は単に入居者と町内会
のみで加入促進を進めるには課題が多くあります。よっ
て、共同住宅の加入促進は建築主、建築施工者、共同
住宅管理者、及び入居者等が共に地域づくりの担い手
として相互に協力する関係づくりを築くことであるととも
に、地域の防犯環境整備に町内会が担っている防犯灯
の維持管理は地域に住むすべての方が安全安心を享
受しており応分の負担を担うべきと考えます。
　以上のことをさらに実効あるものとするため、「苫小牧
市共同住宅等に関する建築指導要綱」に示されてい
る、第１条（目的）、第４条および２（建築計画・ごみ箱の
設置等）、第５条（管理）、第６条（事前協議）、第７条（近
隣住民への説明）を主旨に条例制定の検討を要望いた
します。

9 B 市民生活部
　市民生活課

都市建設部
　建築指導課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

10 【横断歩道の設置について①】
　新明町町内会

　明野西１条通とアッペナイ道線の交点（アツペイ１号
橋）（新明町５丁目）。
　ウォーキング等で横断する高齢者や町民が多くなり、
通行車両も多く、横断歩道の設置をお願いします。

　アッペナイ道線の横断歩道につきましては、平成31年
度も継続して要望をしております。
　信号機や横断歩道等の設置などの交通規制につい
ては、北海道公安委員会が全道の状況や設置に要す
る財源などを踏まえ判断することとなっておりますが、設
置までには大変時間を要しており、本市としましては地
域の実情等を苫小牧警察署へ伝えながら、粘り強く要
望してまいります。
　国や北海道に対し、交通安全施設整備に対する財源
の確保を市の重点要望として継続して要望してまいりま
す。
　また、安全対策につきましては、今後も地域と協議し
てまいります。

B 市民生活部
　安全安心生活課

11 【横断歩道の設置について②】
　新明町町内会

　明野西１条通と新明町８条線の交点（新明町４丁目18
番と５丁目６番の間）
　はんのき公園のバス停に行き来する高齢者や子供達
の横断が多いこと。さらに、明野中学校の生徒も含め、
当該道路は、児童生徒の通学路となっていますので早
急に横断歩道の設置を強く要望いたします。

　明野１条と新明町８条の丁字路につきまして、継続し
て横断歩道の設置要望をしております。
　信号機や横断歩道等の設置の交通規制について
は、北海道公安委員会が全道の状況や、設置に要する
財源などを踏まえ判断することとなっておりますが、設
置までには大変時間を要しており、本市としましては地
域の実情等を苫小牧警察署へ伝えながら、粘り強く要
望してまいります。
　国や北海道に対し、交通安全施設整備に対する財源
の確保を市の重点要望として継続して要望してまいりま
す。
　 また、安全対策につきましては、今後も地域と協議し
てまいります。

B 市民生活部
　安全安心生活課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

12 【住宅街交差点にドット線引きのお願い】
　明野柳町内会

　当町内会では、３年前より住宅地内交差点にドット線
を引いてもらい安全確認の成果が得られ交通事故防止
に役立って町民から喜ばれています。しかしまだ出合い
頭の事故も起きているのが現状です。まだ交差点に、
何もラインがない所も多数あり又消えて確認しづらい所
もあり出合い頭の事故につながります。町内会の調査
資料も昨年提出していますので、引き続きドット線の整
備をお願いいたします。

　ドット線につきましては、毎年、全市的にいただく御要
望の中から優先順位を決め、順次設置を行っているとこ
ろです。
　明野地区につきましては、これまでもドット線の新設や
引き直しを行っており、今年度も数箇所に設置を予定し
ております。
　引き続き町内会の御意見を伺い、関係機関と協議を
行いながら対応を行ってまいります。

B 都市建設部
　道路維持課

13 【明野新町４丁目「５号公園」の雑草除去】
　明野柳町内会

　「５号公園」の土の部分に雑草が多く茂っているので、
子供たちが走り回って遊ぶと足に絡まったり、つまずく
危険もあります。除草のお願いと公園に適さない土だと
したら根本的に土の入れ替えが必要ではないかと思い
ます。（他の公園の土の部分には草が茂ってない）

【ミーティング開催時回答】
　明野５号公園につきましては、年２回の除草作業を
行っており、今年度１回目は５月23日に実施しておりま
す。
　公園の広場に使用する土につきましては、品質規格
に定められたものを使用しておりますが、利用頻度（利
用者が多いと草の種が付きづらい）や気象状況等に
よって雑草の繁茂の状況が変わってまいります。
　御指摘の点につきましては、８月下旬以降に行う２回
目の除草作業で対応してまいります。

【令和２年３月末時点回答】
　２回目の除草は、令和元年９月16日に完了いたしまし
た。今後につきましても、状況に応じ除草を行ってまい
ります。

B

A

都市建設部
　緑地公園課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

14 【街路樹の低木がのびて左右確認しづらい】
　明野柳町内会

　町内会の街路樹になっている低木が、車を運転して
交差点に停止し左右確認する時に邪魔になって走って
くる車の確認がしづらい時が多々ある。早い時期に剪
定をしていただいているが、７月中旬ころには又伸びて
見づらくなるのが毎年繰り返される。
　交差点から10～15ｍ程抜根すれば視界が良くなり安
全確認がなされ、交通事故も抑止できる。

【ミーティング開催時回答】
　市ではこれまでも、明野南通や明野南二条通の小学
校付近等において、交通安全対策として交差点付近の
樹木伐採等を行ってまいりました。
　今後につきましても、御要望の箇所を含め、現地を調
査しながら伐採等を行い、交通安全の確保に努めてま
いります。

【令和２年３月末時点回答】
　御要望の箇所の樹木は、令和元年11月14日に剪定・
伐採等を実施いたしました。引き続き状況に応じて対応
し、交通安全の確保に努めてまいります。

B

A

都市建設部
　緑地公園課

15 【ごみステーションのごみ分別が守られていない】
　明野柳町内会

　ごみステーションに、回収されない袋が山のようにい
つまでも残って、異臭とハエや小さな虫が多数発生して
不衛生な状態が続いているところがある。又有料指定
袋に入れてないものや、犬のフンを袋に入れてポイ捨
ててあったりとルールがまだまだ徹底されていないと嘆
いています。
　やはりアパート周りのごみ箱がルールを守らない傾向
があります。回収車の皆さんが把握していると思います
ので悪いところは、何かの手を打ってほしいと思いま
す。町内会の連絡で持っていっても又同じことが繰り返
されるばかりです。

　ごみの不適正排出につきましては、地域住民からの
通報や収集業者からの報告を受け、市の指導員が開
封調査を行い、排出者が特定できた場合は直接指導を
行っております。一方、排出者が特定できない場合は、
周辺住民に注意喚起のビラを配布してから、ごみを回
収するなどの対応をしております。
　また、排出状況が悪く不衛生な状態が続いている共
同住宅のごみステーションにつきましては、住宅の管理
者へ適正に管理するよう指導しております。
　更に、市と住宅管理者が立合いのもと違反ごみの開
封調査を行うなど、ごみ出しのルール徹底について周
知に努めてまいります。

B 環境衛生部
　ゼロごみ推進課

16 【住宅地内の生活道路交差点にドット線表示の要望】
　新開明野元町町内会

　現在ドット線は町内全域ではなく一部で終わってい
る。今後、計画的に住宅内交差点にドット線の表示をお
願いしたい。特に小学校通学路を優先に表示できない
でしょうか。

　ドット線につきましては、毎年、全市的にいただく御要
望の中から優先順位を決め、順次設置を行っているとこ
ろです。
　明野地区につきましては、これまでもドット線の新設や
引き直しを行っており、今後も、現地調査を行い引き続
き町内会の御意見を伺い、関係機関と協議を行いなが
ら対応を行ってまいります。

B 都市建設部
　道路維持課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

17 【明野南通り明野元町２丁目セイコーマート前の信号
機改善について】
　新開明野元町町内会

　当町内会の最重点継続要望事項であり、最も住民の
関心の高い要望事項です。今年度の進展状況をお知
らせ願います。

　御指摘の明野元町２丁目セイコーマート前の信号機
の設置につきましては、地域からの重点要望として苫小
牧警察署を通じ北海道公安委員会へ提出しておりま
す。
　信号機等の設置や交通規制については、北海道公
安委員会が全道の状況や、設置に要する財源などを踏
まえ判断することとなっておりますが、設置までには大
変時間を要しており、本市としましては地域の実情等を
苫小牧警察署へ伝えながら、粘り強く要望してまいりま
す。
　また、国や北海道に対し、交通安全施設整備に対す
る財源の確保を市の重点要望として継続して要望して
まいります。

B 市民生活部
　安全安心生活課

18 【明野元町２丁目から拓勇３条通りの交通施設の整備
について】
　新開明野元町町内会

　明野元町２丁目17番・18番・19番付近の住民は、拓勇
３条通りを使い拓勇西町方面のコンビニを利用すること
が多いとのことで、子供も多く利用していることから横断
歩道等の設置を要望いたします。今後の計画について
もあれば教えていただきたい。

　拓勇３条通りの交通施設整備については、平成31年
度の要望として、拓勇西町町内会、拓勇おひさま保育
園から、押しボタン式信号機を保育園前に、また、団体
よりコスモグラフィック前に横断歩道の設置要望があり、
継続して要望をしております。
　改めて町内会からの要望については、苫小牧警察署
へ伝えてまいりますが、現在の要望箇所で御理解をお
願いいたします。
　信号機や横断歩道等の設置などの交通規制につい
ては、北海道公安委員会が全道の状況や設置に要す
る財源などを踏まえ判断することとなっておりますが、設
置までには大変時間を要しており、本市としましては地
域の実情等を苫小牧警察署へ伝えながら、継続して協
議してまいりますので御理解をお願いいたします。
　また、国や北海道に対し、交通安全施設整備に対す
る財源の確保を市の重点要望として継続して要望して
まいります。

B 市民生活部
　安全安心生活課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

19 【公園の健康遊具の配備について】
　新開明野元町町内会

　公園遊具の保守点検との関係から早急な配備は難し
いと思いますが、高齢者の運動不足や生活習慣病から
体を守るための健康遊具設置を平成29年度に要望しま
したが、その際「健康遊具の設置は、遊具の点検結果
や公園リニューアルの時期を見極めながら、今後、町内
会と協議させていただきます。」との回答でした。その後
の全市的な配備状況と今後の配備計画について教え
てください。

　公園の遊具につきましては、遊具の点検結果や公園
施設の長寿命化計画に基づき随時更新を進めており、
利用者の安全・安心を確保するため、主に公園の開設
時期が古い西側や中央地域の整備を進めているところ
です。
　御要望の件につきましても、今後の公園の更新時期
に合わせて対応してまいりますが、現時点では、まだそ
の時期をお示しすることはできませんので、近傍で健康
遊具が設置されている、ゆたか公園や緑葉公園などを
御利用ください。

B 都市建設部
　緑地公園課

20 【町内会に関する条例制定について】
　新開明野元町町内会

　少子化・超高齢社会の到来などこれまで経験したこと
のない時代の転換点を迎え、子育てや高齢者の見守り
といった様々な場面において、地域の絆の重要性が増
しており、住み良いまちを実現していくためには、地域
コミュニティーの中核を担っている町内会の活動が重要
です。しかし、近年、社会状況や生活様式の変化によ
り、町内会では役員の担い手不足や、参加者の減少、
更には町内会未加入世帯の増加などが大きな課題と
なっています。町内会の意義や重要性について改めて
考え、地域の住民がその思いを共有するため「町内会
に関する条例」制定に向けて検討をお願いしたい。現
在検討しているのであればその概要を教えていただき
たい。

　条例化につきましては、制定している他市の状況を見
ますと町内会加入促進や活性化を目指しているところ
が多く、町内会等に対する市の責務を明確に示す一方
で、住民や事業者における地域コミュニティに参加する
ための努力義務などがうたわれております。このことから
も条例の制定は、町内会活動の活性化の推進に向け
た役割が明文化されることなどにおいては、本市におい
ても大変参考にすべき点があるものと考えております。
町内会活動につきましても、総合計画の筆頭に地域活
動の促進を掲げており、非常に重要視しております。し
かし、町内会はあくまでも任意団体であり、加入を義務
づける大元の法律がないのが現状です。
　本市としましては、現段階における可能な限りの町内
会活動の活性化対策を進めながら、条例化について
も、町内会活動の活性化についての在り方などを含め
た中で、他の自治体の事例等を参照としながら、調査
研究してまいりたいと考えております。

B 市民生活部
　市民生活課
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要望
番号 要　望  事  項 取 組 状 況 等

反映
区分

担 当 部 課

21 【ごみ不適正排出ステーションへの対策について】
　新開明野元町町内会

　ごみの不適正排出は、共同住宅周辺ステーションで
多く見受けられ、周辺住民から町内会への苦情も多く
苦慮しています。その所は、市の強力なリーダーシップ
を期待するところです。「苫小牧市共同住宅ごみ排出マ
ナー改善対策協議会」という組織が設置され活動して
いるはずという話を耳にしました。現在活動中であれば
是非ご指導願いたいと思います。

　　「苫小牧市共同住宅排出マナー改善対策協議会」
は、苫小牧市と不動産関係団体、共同住宅管理者等
が、共同住宅入居者のごみ排出マナーの向上を図るこ
とを目的に設置をしております。
　平成25年からこれまでに、計８回協議会を開催し、ご
み排出ルールの周知及び不適正排出の防止について
情報交換を行っております。その中で入居者へのビラ
の配布や、共同住宅専用ごみステーションにおける立
合い調査を行うなど、不適正排出防止に取り組んでおり
ます。
　今後も、協議会を活用しながら、オーナーや管理会社
と連携して実効性のある取組を行い、共同住宅におけ
るごみの排出マナー向上に努めてまいります。

B 環境衛生部
　ゼロごみ推進課

22 【街路灯設置費用助成金の増額について】
　新開明野元町町内会

　当町内会では、新興住宅地居住者からの街路灯設置
要望に呼応して、年次計画により増設を推進しておりま
す。
　７月初旬、今年度計画の３基の設置工事が完了し、施
工業者から26万円余りの請求を受けました。町内会の
事前認識は、市の見積もりでは１基あたりの工事費が５
万円で、町内会は工事完了後５分の３が助成されるとい
うものでした。工事費を５万円と見積もった算出根拠を
お示しいただきたい。また、助成金の増額を早急にご検
討いただきたい。

　平成24年度に街路灯設置の補助率と工事基準額の
見直しを行い、補助率については５分の３、工事基準額
については５万円としています。５万円の内訳としまして
は、灯具などの材料費については市内の工事業者から
の見積額の平均額で３万円と算定し、材料費以外の費
用については、平成19年度から平成23年度までの工事
実績の平均額で２万円と算定しております。補助金の増
額につきましては、街路灯設置においては５分の３、設
置後の電気料金については全額の補助となっており、
高水準な補助内容であると考えているため、現在の補
助内容を継続してまいりたいと考えております。

C 市民生活部
　市民生活課
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